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第60号

令和元（2019）年12月３日　火曜日（565）

告 示
栃木県告示第389号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規
定する指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年12月３日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0910400472 HappyHappy 佐野市高砂町
2866-１　ビジ
ネスセンタービ
ル東棟４階

株 式 会 社
H A P P Y・
HAPPY

佐野市若松町
138

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ａ型

0910400480 ふれんどの森 佐野市堀米町
3905-８

社会福祉法人
ブローニュの
森

佐野市堀米町
3905-４

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ｂ型

0910900208 ユーファーム
真岡

真岡市熊倉３- 
20-３

ユーファーム
株式会社

宇都宮市下川俣
町206

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ａ型

0911400158 株式会社きつ
れがわファー
ム

さくら市喜連川
1281

株式会社きつ
れがわファー
ム

さくら市喜連川
1281

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ａ型

0911600179 トータスアカ
デミー

下野市薬師寺
968-１

社会福祉法人
幸知会

上三川町下神主
229-６

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ｂ型

0911600187 Ｅｎｉｓｈｉ 下野市石橋620-
５

合同会社Ｓｉ
ｓｅ

下野市柴32-１ 令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ｂ型

0912100088 Cocowa 上三川町上蒲生
2186-１

有限会社芯和 上三川町上蒲生
2186-１

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ｂ型
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0912100120 ベストファー
ムなかま

上三川町坂上
409-３

パワードリー
ム株式会社

上三川町西蓼沼
672

令 和 元
（2019）年
11月１日

就労継続支
援Ａ型

0920800083 障害者福祉
ホーム　あお
ぞら

小 山 市 寒 川
1495-３

株式会社タカ
モト商事

小 山 市 寒 川
1495-３

令 和 元
（2019）年
11月１日

共同生活援
助

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第390号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規
定により指定障害福祉サービス事業者から指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第51
条の規定により次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年12月３日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0911300408 訪問介護事業
所ライブ

大田原市本町
１-2701-11 サ
イトーバルコ
ニー 601号室

Ｓｏｌｅｉｌ
株式会社

東京都中央区日
本橋３-２-14
日本橋ＫＮビル
４階

令 和 元
（2019）年
９月30日

同行援護

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第391号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和元（2019）年12月３日から令和２（2020）年
１月６日まで一般の縦覧に供する。
　　令和元（2019）年12月３日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 119 号 宇都宮市上戸祭町3007-21から
宇都宮市長岡町856-30まで

令和元（2019）年
12月３日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────


